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令和２年度第３回福島県森林審議会議事録

１ 日 時 令和２年６月１９日（金）１３時３０分～１４時４５分

２ 場 所 自由民主福島会館 ２階 大会議室

３ 出席者

（委 員）

藤野正也会長、秋元公夫会長代行、緑川平壽部会長、

遠藤忠一委員、今野万里子委員、齋藤久美子委員、酒井美代子委員、

白岩和子委員、田坂仁志委員、豊田新一委員

（以上１０名）

（福島県）

農林水産部長、農林水産部次長（森林林業担当）、農林総務課長、農林企画課長、

森林計画課長、森林整備課長、林業振興課長、森林保全課長、

（以上８名）

４ 議 事

（１）令和３年度以降の森林環境税の在り方について－中間取りまとめ－（案）

５ 報告事項

（１）新しい福島県農林水産業振興計画の策定について

（２）森林保全部会の報告について

６ 発言者名、発言者ごとの発言内容

以下のとおり
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司会(三浦総括) 本日は、第３回福島県森林審議会に御出席をいただきありがとうござい

ます。

私、本日の進行役を務めさせていただきます、森林計画課総括主幹の三

浦と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

本日は、新型コロナウイルスまん延防止対策として、マスク着用と窓開

放の状態、さらには第１回福島県森林審議会同様に各出先機関の森林林業

部長等が欠席し、規模縮小を図り開催させて頂きますので御承知願います。

それでは、ただ今より、福島県森林審議会を開催いたします。

はじめに、藤野会長より御挨拶をお願いいたします。

会長あいさつ 委員の皆様におかれましては、お忙しい中、福島県森林審議会に御出席

（藤野会長） をいただき、誠にありがとうございます。

本日の審議会は、次第のとおり「令和３年度以降の森林環境税の在り方

－中間取りまとめ－（案）」について審議を行うものであります。

なお、５月２１日の案内では、「新しい福島県農林水産業振興計画」も審

議することとされていましたが、新型コロナウイルス感染症に伴う県民生

活や社会状況の変化を見据えた計画とするため、時間をかけて議論を尽く

すことが必要と判断されました。

これについては報告事項で取りあげていますので、県の御説明を伺いた

く考えています。

また、福島県森林審議会森林保全部会では、林地開発許可に関する審議

がありましたので、森林保全部会長より報告をさせていただきます。

最後に、委員の皆様の忌たんのない発言等をくださるようお願い申し上

げまして、挨拶とさせていただきます。

司会(三浦総括) ありがとうございました。

続きまして、松崎農林水産部長から挨拶を申し上げます。

農林水産部長 農林水産部長の松崎です。いつもお世話になっております。

あいさつ 福島県森林審議会の開催に当たり、御挨拶を申し上げます。

委員の皆様におかれましては、お足元が悪い中、また大変お忙しい中、審

議会に御出席いただき、誠にありがとうございます。

日頃、本県森林・林業行政の推進に、多大の御支援・御協力を頂いており

ますことに深く感謝申し上げます。

今般の新型コロナウイルス感染症拡大防止のために様々な御協力を頂いて

いる関係機関・団体の皆様の御尽力に深く敬意を表し、重ねて感謝を申し上

げます。

さて、４月１４日の第１回審議会におきましては、現在３期目となる本県
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の森林環境税制度が今年度で終期を迎えることから、令和３年度以降の森林

環境税の在り方について、諮問いたしました。

その後、第２回の審議会は書面開催による実施となりましたが、委員の皆

様から中間取りまとめ（案）に対して貴重な御意見をいただいたところです。

本日は皆様から御意見等とその後実施したパブリックコメントによる意見

を反映したものについて、御検討を頂くこととしております。

また、会長からもお話しいただいた、新しい福島県農林水産業振興計画の

策定については１月に計画の基本的な考え方や構成について御審議を頂いた

ところであり、今回の審議会では計画の骨子などを御議論いただくこととし

ておりましたが、新聞等で承知いただいております新型コロナウイルスの影

響により、上位計画である福島県総合計画の策定スケジュールが見直される

ことになりました。本計画についても、策定スケジュールの見直しを求めら

れていることから、この対応についての現時点での考え方を御報告させてい

ただきます。

委員の皆様には、忌たんのない御意見等をくださるようお願い申し上げま

して、挨拶とさせていただきます。

本日は、よろしくお願いいたします。

司会(三浦総括) ありがとうございました。

なお、松崎農林水産部長におかれましては、所用がございますので退席

させていただきます。

それでは、お手元の資料の御確認をお願いいたします。

お手元の次第の５枚目の「配布資料一覧表」を御覧ください。

本日の審議会の資料は、「次第」、「出席者名簿」、「座席表」、「委員名簿」、

令和３年度以降の森林環境税の在り方に関する－中間取りまとめ－案とし

て、資料１－１から資料１－２、報告事項が２つございまして、新しい福

島県農林水産業振興計画の策定として、資料２－１から資料２－２、また

森林保全部会の報告として、資料３、最後に参考１のとおりでございます

ので、御確認をお願いいたします。

なお、県側の出席者でございますが、次第の次のページの「出席者名簿」

を御覧願います。

それでは、次第から４ページ目の委員の出席状況について御報告させて

いただきます。「福島県森林審議会委員名簿」を御覧ください。

本日、欠席されております委員は、小椋敏一委員、大平宏之委員、齋藤

澄子委員、鈴木キヨ子委員、山本美穂委員の５名であり、欠席の御報告を

いただいております。
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委員総数１５名のところ１０名の出席となっており、福島県森林審議会

規程第４条に定める委員の過半数の出席を得ておりますので、当審議会は

有効に成立しております。

それでは、次第５の議事に移らせていただきます。

福島県森林審議会規程第５条により、会長が議長となりますことから、

藤野会長に、議事進行をお願いいたします。

それでは、藤野会長よろしくお願いいたします。

議長(藤野会長) 委員の皆様の御協力をお願いいたします。

はじめに、審議会規程第７条第２項により議事録署名人を２名指名いた

します。

酒井美代子委員と白岩和子委員、よろしくお願いいたします。

〔議事〕

それでは、「（１）令和３年度以降の森林環境税の在り方について－中間

取りまとめ－（案）」を事務局より説明願います。

森林計画課主幹 森林計画課主幹の會田です。よろしくお願いします。

それでは、「令和３年度以降の森林環境税の在り方について－中間取りま

とめ－（案）」につきまして説明いたします。

資料１－１「令和３年度以降の森林環境税の在り方について」に係るう

つくしま県民意見公募制度の実施結果についてと、資料１－２「令和３年

度以降の森林環境税の在り方について－中間取りまとめ－（案）」の２つの

資料です。

それでは資料１－１を御覧下さい。表紙をおめくり下さい。

１ページになります。

この「令和３年度以降の森林環境税の在り方について」につきましては、

４月１４日に森林審議会に諮問いたしまして、委員の皆様方から御意見を

いただき、５月８日、１３日に新型コロナウイルス感染症対策のため、書

面開催となった第２回森林審議会で「中間取りまとめ（案）」として、まと

めて頂いたものであります。

この中間取りまとめ（案）につきまして、広く県民から多様な意見や情

報を求める「うつくしま県民意見公募（パブリックコメント）」を実施しま

した。

パブリックコメントにつきましては、５月１５日～６月１４日の１ヶ月

間、県の情報センター、各地方振興局、ホームページ等で実施しました。

その結果、個人９名の方から２２件の意見が寄せられました。

内訳は、福島市在住の方が８名、郡山市在住の方が１名でした。
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意見は、森林環境税全般に当たるものが４件、森林整備関係が５件、木

材利用関係が１件、県民参画関係が６件、森林環境譲与税関係が６件の計

２２件となっています。

２ページから７ページにかけて、それぞれの方ごとに意見の内容、県の

対応について記載しております。

それぞれの方の意見に対する県の対応について説明いたしますが、意見

のページが飛んでおり煩雑になることから、８ページから１２ページに参

考として、ページ順に並び替えております。こちらで説明させていただき

ます。

併せて、資料１－２ 中間取りまとめ（案）につきましても、説明いた

しますので、そちらもご準備願います。

では、８ページから順番に説明していきます。

番号１ 全般にかかる意見です。

森林環境税は適切に活用されている。これからも森林の持つ多面的機能

をどの様に発揮していけばよいのか、適切な森林環境税の活用を期待しま

す。

森林環境税の活用について、非常に期待をしていただいている意見でし

た。

事業内容をより充実し、今後の施策推進の参考とさせていただきます。

番号２ 森林整備にかかる意見です。

県内各地には荒れた森林が多く、積極的な森林整備及び作業道の開設な

ど取り組むべきであり、継続すべきという意見でした。

今後の施策推進の参考にさせていただきます。

番号３ 全般にかかる意見です。

森林環境税の全体の配分額等が分かりづらい。ホームページでも分かり

づらいというものです。

県民の方々に、森林環境税を御理解いただくための意見でしたので、今

回の中間取りまとめ（案）には対応できませんでしたが、答申作成時には、

県のホームページ等を含めた修正について検討していきます。

番号４ 全般にかかる意見です。

「森林クラウドの導入」が専門用語で分からない。森林整備面積の実績

４千haがどれくらいなのか、イメージできないという意見でした。

これにつきましては、資料１－２の中間取りまとめ（案）の４ページを

御覧下さい。
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森林クラウドの導入については、中段の取組内容の③で記載しておりま

す。また、森林整備面積４千haについては、実績の①で記載しているとこ

ろですが、それぞれ脚注に用語に説明を記載しました。

森林クラウドとは、ネットワークを経由したサービス（クラウド）上で、

森林情報を一元的に管理するシステム（ＧＩＳや地図情報を管理する機能

を持つ）という説明を付けました。

次に、約４千haという規模ですが、猪苗代湖の面積の半分弱、東京ドー

ム約８５０個分の面積に相当するイメージを追記しました。

番号５ 森林整備にかかる意見です。

県民に理解してもらうために、奥山水源林の整備より道路沿いの人目に

つきやすい森林を、優先して整備すべきという意見でした。

今後の施策推進の参考にさせていただきます。

資料１－２の９ページをお開き下さい。

番号６ 県民参画にかかる意見です。

学校の内装の木製化、備品等の木製化の推進、新たな新商品の開発支援、

低質材活用支援の意見でした。

森林整備を進めるためにも、生産される木材利用を進めていくことが必

要ですので、今後の施策推進の参考にさせていただきます。

番号７ 森林整備にかかる意見です。

県内の森林は伐採期に入ることから、皆伐し、再造林する推進すべきと

言う意見でした。

また、阿武隈山系等の放射性物質濃度が高い椎茸原木林については、一

度伐採し、再生することが必要と考えるという意見でした。

福島県の森林資源は１０齢級以上の森林が大部分を占め、伐採期にあり

ます。また、椎茸原木については阿武隈山系の田村市都路が中心ですけれ

ども、原木として使うには５０Bq／㎏という基準が設けられており、森林

の再生が必要という意見をいただいたところです。

今後の施策推進の参考にさせていただきます。

番号８ 全般にかかる意見です。

数字の羅列だけではなく、円グラフ等で視覚的に表現した方が理解しや

すいという意見でした。

意見を踏まえ、答申時に参考資料への追加記載を検討したします。

番号９ 森林環境譲与税にかかる意見です。

県の森林環境税との違いが分かりづらい、もう少し丁寧な説明が欲しい
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という意見でした。

意見を踏まえ、答申時に修正・参考資料への追加記載について検討いた

します。第１回福島県森林審議会で国の森林環境譲与税と県の森林環境税

の棲み分けの資料を付けましたが、答申時には分かり易い資料とさせてい

ただきます。

番号１０ 森林整備にかかる意見です。

林業労働者が高齢化減少することから、集中的に路網整備を先行して実

施すべきという意見でした。

今後の施策推進の参考にさせていただきます。

１０ページをお開き下さい。

番号１１ 森林整備にかかる意見です。

森林の持つ多面的機能については県民の理解を得ているが、その管理や

森林所有者の役割についての理解は少ない。森林環境の保全の推進には、

森林整備を行う人や県民の理解を得ながら進めていく必要があるという意

見でした。

これについても具体的に私どもとしても、森林環境税を進めていく中で、

まだまだ森林環境税を行っている方の理解が少ない状況ですので、ＰＲを

含めやっていかないといけないという認識でございます。

今後の施策推進の参考とさせていただきます。

番号１２ 木材利用にかかる意見です。

森林整備～伐採～木材利用～再造林の縦軸として重点的・有機的に展開

して効果を上げていくことを明確にすべきという意見でした。

森林環境税の主要７つの主要施策において、様々な取り組みをしてござ

います。それについては連携した中で取り組んでいるわけでございますけ

れども、地域対策におきましても、今後の施策推進の参考とさせていただ

きながら、やはり有機的なものとなるよう取り組んでいきたいと考えてご

ざいます。

番号１３ 県民参画の推進にかかる意見です。

表現についてより分かり易くするために、語句を追加すべき意見でした。

これにつきましては、資料１－２中間取りまとめ（案）の１６ページの

中程を御覧下さい。

（３）の②として、前回の中間取りまとめ（案）につきましては、幼少

期から成人・高齢の参加者に至るまで、広い世代が参加する森林づくりの

意識醸成活動を進めるために、それぞれの世代に即した森林環境教育・学

習、森林環境活動を提供するという形で表現させていただきましたけれど
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も、より分かり易くするために、「新たな生活様式を取り入れ」という形を

加えた方がより分かり易いという御意見をいただいているところでござい

ます。

これにつきましては、今般の新型コロナウイルス感染症対策を含めた、

新たな生活を踏まえますとともに、具体的に森林環境税の在り方を検討す

る前に、昨年度実施しました森林の未来を考える懇談会におけます御意見、
も り

そういう中でもそれぞれの世代間を繋いだ形で、森林環境教育を実施して

いかなければならないという御意見もいただいているところです。

そういったことを踏まえまして、より分かり易くという形で表現を出さ

せていただければと考えてございます。

その１つ下の段で「森林づくりの提言」を受け、教育現場の意見要望調

査を踏まえ、教育指導を作成し現場に投入することでという案でございま

して、そこに活動プログラムや具体的にどういったものをやるのかという

ところを追加させていただければと考えてございます。

１つ挟みまして、時代を担う「緑の少年団」の育成に向け、教育機関と

連携し、森林環境教育指導者の派遣により分かり易くなるよう「教育機関

と連携し、その活動を推進するとともに、森林環境教育指導者の派遣によ

る学校林を活用した森林教室の企画などの取組を積極的に実施」と修正案

に反映いたしました。

番号１４ 県民参画の推進にかかる意見です。

子供に森林を理解してもらうために、ヨーロッパの森林教育のような手

法を導入すべきという意見でした。ヨーロッパ、オーストリアやドイツ、

北欧では森林で働く人がフォレスターとして高い評価受け活動しており、

子供達が将来のなりたい職業でも選ばれております。

そのような教育をすべきという趣旨の意見でした。

今後の施策推進の参考とさせていただきます。

資料１－１ １１ページをお開き下さい。

番号１５ 県民参画にかかる意見です。

森林環境調査の目的の文書表現に対するもので、表現が分かりづらいと

いう意見でした。これにつきましては、資料１－２中間取りまとめ（案）

の１７ページをお開き下さい。

上段の（３）の⑤の森林環境の調査で、森林環境調査の目的を述べると

ころでしたが、表現内容が分かりづらくなっておりましたが、「木育」とい

う表現を削除して、分かり易い表現に訂正しました。

「木育」については、１６ページ中段に、里山保育、森のようちえん、「木

育」等、幼少期の情操教育に寄与する取組の実施」と記載しておりまして、

重複するとこもあり、削除することで対応を行いました。
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番号１６ 県民参画にかかる意見です。

（３）県民参画の推進にかかる取組内容の記載順に関する意見です。

調査して情報の入手、指導者の育成、普及とすべきというものです。

現在の記載についてきましては、それぞれの活動内容ごとに整理をして

記載しております。

具体的に、その活動内容のテーマごと方が分かり易いということで記載

させていただいたところでございましたけれども、答申作成時に修正につ

いて検討していきたいと考えております。

番号１７ 県民参画にかかる意見です。

幅広い年齢層への意識醸成が必要であり、小さい子供達への森とふれあ

う場所の提供、それの指導者やプログラムの作成、親と一緒に理解できる

機会の場を作るという意見です。

今回、森林環境税の更新に当たりまして、森林未来懇談会の提言等も踏

まえながら、幼少期から小学校、中学校、高校そして大学になってくる、

そういった中で、全ての世代が森林環境教育学習、風土に触れながら取り

組んでいく必要があるという内容をいただいているところでございまして、

今後の施策推進の参考とさせていただきます。

番号１８ 森林環境譲与税にかかる意見です。

目的等を分かりやすく表現し、森林環境税の必要性を理解できる表現に

できないかという意見です。

これにつきましては、資料１－２中間取りまとめ（案）の１８ページ上

段を御覧下さい。

国の森林環境譲与税と県の森林環境税の棲み分け、どういった目的を持

っているかというところを記載しているわけでございます。

森林環境譲与税の使途について、地球温暖化対策の一環といたしまして、

森林整備を具体的に実施していかなければいけない。そのための恒久的な

財源として整備するという形で、国が制度化したものでございます。具体

的に、国が国税として集めたものを森林環境譲与税として、県または市町

村に配分し、それらを活用して市町村が必要とする森林整備を実施すると

ともに、森林整備を促進するために必要とする諸施策、人材の育成・担い

手の確保、木材利用の促進、普及啓発等実施するというところが、法律で

位置づけられております。

そこについて、舌足らずのところがございましたので分かり易い表現に

するという形で部分も言葉を追加させていただきたいと考えてございます。

「森林整備」については、その森林整備の内容が分かり易いように「間

伐等の」を追加し、「間伐等の「森林整備」と」に修正しました。
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森林環境譲与税の中で、「人材育成・担い手の確保、木材利用の促進、普

及啓発等」が位置づけられていることから、その表現を追加するものです。

また、森林環境譲与税の中で、「人材の育成・担い手の確保、木材利用の

促進、普及啓発等」を実施するという形で法律に書かれているわけですけ

れども、これは森林整備の促進に関して、森林整備を進めるために必要な

「人材の育成・担い手の確保、木材利用の促進、普及啓発」という形が法

律で書かれていますので、そこを分かり易い表現として、森林整備の促進

に関する費用というところを追加させていただきたいと思っております。

森林環境譲与税の人材育成は、具体的に山仕事、山で木を伐ったり、運

んだり、市場等へのそういったところに携わる人たちの人材育成というと

ころに位置づけられています。

一方、県の森林環境税でも同じように人材育成は従来から取り組んで参

りました。森林環境税の人材育成は、どちらかというと「もりの案内人」

や「グリーンフォレスター」の人材育成を行っており、子供達や森林環境

教育を対象に、森の働きや多面性、木材の利用等の様々なことを教えてい

く「もりの案内人」の育成とか「グリーンフォレスター」の育成という形

で位置づけられてございます。

同じ人材育成でも、それぞれ目的が違うという形でございますので、そ

こについて分かり易く表現をさせていただいてございます。

また、資料１－２中間取りまとめ（案）の１８ページの③に、森林環境

譲与税は主に「森林の整備を担う人材の育成・担い手の確保」とその目的

が山で森林整備等に従事する人材である旨をはっきりと表現し、県の森林

環境税は「もりの案内人」や「グリーンフォレスター」の人材育成を行っ

ており、同じ「人材」でもその意味合いが違うことをはっきり示すために

表現を訂正しました。

番号１９ 森林環境譲与税にかかる意見です。

国の森林環境譲与税と県の森林環境税の棲み分けについて、イメージ図

があると理解しやすいという意見です。

これにつきましては、答申作成時に参考資料等に追加するなど修正につ

いて検討してまいります。

先程、御説明をした国の森林環境譲与税と県の森林環境税の違いをイメ

ージしてくれればと思います。

番号２０ 森林環境譲与税かかる意見です。

人材育成は森林環境税と森林環境譲与税どちらにも当たるものである意

見です。

国の森林環境譲与税の人材育成は、森林整備等を担う人材、具体的には

伐採等を行う方を育成するもので、対象とする人材が異なっております。
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県の森林環境税の人材育成は「もりの案内人」や「グリーンフォレスタ

ー」等の森林環境教育等を行う人材を育成するものであり違っています。

これについても同じように修正させて頂きます。

１２ページをお開き下さい。

番号２１ 森林環境譲与税にかかる意見です。

国の森林環境譲与税の使途についての記載内容が分かりづらいというも

のです。番号１８，２０の意見と同様に表現について修正しております。

番号２２ 森林環境譲与税にかかる意見です。

人材の育成は県の森林環境税を活用するものがあるという意見です。

国の森林環境譲与税の人材育成は、森林整備等を担う人材、具体的には

伐採等を行う方を育成するもの、県の森林環境税の人材育成は「もりの案

内人」や「グリーンフォレスター」等の森林環境教育等を行う人材を育成

するものであり、ここについても人材育成の対象を明確にすることで修正

しております。

以上、パブリックコメントでいただいた意見を踏まえた対応について、

説明いたしました。

また、中間取りまとめ（案）の修正箇所につきましても説明いたしまし

たが、改めて簡単に説明いたします。

資料１－２の中間取りまとめ（案）を御覧下さい。

４ページをお開き下さい。

森林クラウド、森林整備面積４千haについて、分かり易いように、脚注

に追加しました。

１６ページをお開き下さい。

県民参画の推進についての取組内容のところでございますけれども、取

り組む内容がより分かり易い表現となるよう追加しております。

１７ページをお開き下さい。

３行目、「木育」の動機づけについては重複箇所について削除し、分かり

易い表現に訂正しております。

１８ページをお開き下さい。

森林環境譲与税の使途について、分かり易い表現に訂正しております。

間伐等の森林整備、人材の育成については、森林整備を担う人材である

旨をはっきりと表現しております。
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国の森林環境譲与税と県の森林環境税がそれぞれ目的が違う中で、制度

設計がなされている人材育成についても、目的がそれぞれ違うというとこ

ろを表明させていただいております。

以上で、「令和３年度以降の取り組み内容について、中間取りまとめ（案）」

について、説明を終わります。

議長(藤野会長) ありがとうございます。

ただ今、資料１－１から資料１－２について説明いただきました。

これまでの説明について、御意見・御質問等がありましたら、お願いを

します。特に進め方等はありませんので、各自、お願いをします。

田坂委員、お願いします。

田坂委員 資料１－２の１２ページの２の「国の森林環境譲与税及び森林環境譲与

税との役割分担」があり、同じ資料で１７ページの３の「森林環境譲与税

との役割分担」と、非常に言葉が似ている中で、役割分担と言ったものが

出てきます。

先程のパブリックコメントの中でもありましたが、イメージ図を作成し

ていただけると理解し易いという話があり、事務局の説明では答申作成時

に、修正について検討をしたいといった話がありましたので、この中で整

理できると思いますが「役割分担」が２回と出てきて、事務局の説明を聞

くと内容が理解できましたが、一般の人はこれを読んだときに何度も役割

分担が出てきて、分かり難いのかなと思いました。

議長(藤野会長) ありがとうございます。

今の御指摘は県の森林環境税と国の森林環境譲与税の役割分担で、この

資料の中で分かりづらいお話しと書き方の問題提起で、１２ページのとこ

ろにも出てきて、１７ページのところでも出てくるので、同じような場所

で違いがあるのか、というお話だったのかなと思うのですが。

田坂委員 違いがあると言えば違いがあるんだと思うのですが、分かり易く書いて

くださいねという意見です。

議長(藤野会長) ありがとうございます。事務局の方から何かありますでしょうか。

森林計画課主幹 御意見ありがとうございます。

資料１－２の１２ページと１８ページにも、同じ役割分担が出てくると

いうことなんですが、章構成の関係で前の１０ページの方を見ていただく
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と分かりますが、「第３ 次期対策にあたっての基本的な考え方」という形

で章立てをさせていただいております。

具体的に、第３期に向けてどういう考えでいくべきなのかというところ

課題と取り組みの方向について、述べさせていただいてる中で森林環境税

の活用という中で、（１）から（６）までのものとして、前回、今まで県の

森林環境税を取り組んできた訳ですけれど、昨年新たに国の森林環境譲与

税というものが創設されたという形で、その役割についても考えないとい

けないという形で述べさせていただいたところが１２ページのところでご

ざいます。

そして、１８ページのところですけど、これは１５ページのところで、「第

４ 森林環境税を活用した次期対策の提案」という形で、具体的にどんな

形で行うのか、という中での取り組みを記載させていただいております。

そういった中で、具体的に基本的な考え方で制度が出来ましたという説

明をさせていただいたので、第４のところで具体的な取り組みという形の

中で、森林環境税と森林環境譲与税の役割分担について、記載し整理を行

ったところです。

御意見にありましたイメージ図を今回中間取りまとめ（案）のところで

参考資料として示すべきものでしたが、非常に内容が多岐にわたってまし

て、整理しきれないというところがあり、ここについては申し訳ございま

せんが答申の日までには作成し、皆様に御理解いただければと考えており

ます。

議長(藤野会長) ありがとうございます。他に御意見等ございますでしょうか。

田坂委員、お願いします。

田坂委員 資料１－２の１６ページで、パブリックコメントをいただいてというこ

とで真ん中あたりに、「新たな生活様式を取り入れ、それぞれの世代に即し

た森林環境教育・学習、森林環境活動を提供する」というもので、今の流

行というか、生活様式ということで何となく分かるんですけど。

実際に活動するときにどのようなイメージをされてるのかなという。

イメージが分かり難かったので、事務局の方でイメージがあればお願い

したいと思います。

議長(藤野会長) 事務局の方で説明をお願いいたします。

森林計画課主幹 はい。説明したいと思います。

新たな生活様式では、森林環境学習フィールドも使うところ、外でやる

ところは比較的３密ではなく、離れているという形で、比較的感染リスク

も低い中で想定できるのかと。ただし、室内で活動してる森林環境教育も
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ございます。そこについて今回、様々な予定でおりますけれども、そこに

ついて踏まえた中で取り組んでいかないと、木工工作をするとか、手伝っ

たりなんかしてくっつき合っていく様々なことございますので、そういっ

たケースについて、指導者を含めてやっていかなければいけないかと。

従来、何気なく密接・密着するような状況になったものについても考え

ていかなくちゃいけないのかな、という意味で入れさせていただいたとこ

ろでございます。

それだけではなくて、各世代のところっていうのがどうしても環境教育

のぶつ切りになっていた部分を反省し、そういったところを継続させてい

くという意味合いも含めて表現させていただております。

議長(藤野会長) ありがとうございました。

田坂委員 私も室内というものをイメージをしていなかったので、良く分かりまし

た。

議長(藤野会長) ありがとうございます。他に御意見がありますでしょうか。

では、秋元委員、お願いいたします。

秋元委員 要望事項になると思うんですが、資料１－１の９ページ、番号７番です

が、特に放射能で被災した森林は椎茸原木林を含め、一度伐採し再生する

ことが必要と考えると言うことは、やっぱりそういう地域から出たのかな

と思っているのです。

これは福島県の原木産地は、以前に日本一なった経験があるんです。今

は一部を除いて原木は出荷できません。

こういうことも頭に入れていただいて、今後、何かに付けて活用できれ

ばということを頭の中に入れ、県の方にも再度、環境税を利用する場合で、

様々な体制整備をしていただきたいと思っています。

議長(藤野会長) ありがとうございます。

事務局の方でなにかコメントはございますでしょうか。

森林整備課長、お願いをします。

森林整備課長 森林整備課の佐藤でございます。

椎茸原木の再生につきましては、復興事業の中で広葉樹林再生事業を実

施しております。年々、森林の空間線量が下がってきている状況もありま

すので、これまで会津地域の線量の低いところで実施してきましたが、今

年度から全県域におきまして広葉樹林再生事業を実施することとしており

ます。
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事業の内容としましては、震災以降、放射能の関係でキノコ原木が伐採

されないでそのままになってきたところを、一度全て伐採することもでき

ることとなっていますので、当事業を十分活用しながら、要望のあったと

ころを進めて参りたいと考えてございます。

議長(藤野会長) ありがとうございます。（秋元委員に対し）よろしいですか。

他に御意見等ございますでしょうか。

では、今野委員、お願いします。

今野委員 先程、田坂委員から発言のあったことに関連するのですが、森林環境税

と森林環境譲与税の差別化の部分がちょっと分かり難いということで、事

務局の方から説明があったことからすると、役割分担というよりも、その

目的の違いが明確なので、そこをきちっと書いた方がいいのかなと思いま

した。併せて、分かり難いところを分かり易くするためには、具体例を入

れていただいた方がいいのかと思います。

説明の中でも山仕事を担う人が譲与税を、環境学習とか携わる人が環境

税の区分で、人材育成について述べていただいていますので、その具体例

を使ったりしながら書いていただくことも分かりや易いのかなと思います。

また、森林クラウドはこういうものです、森林ＧＩＳはこういうもので

すという説明があるのですが、実際にそれをどう活用していくのかイメー

ジできるようなメモ書き等を入れていただくと、一般の人も分かり易くな

ると思いますので、工夫をしていただければと思いました。

議長(藤野会長) ありがとうございます。

事務局の方であるかコメントとございますでしょうか。

森林計画課長、お願いをします。

森林計画課長 森林計画課の栁田でございます。御意見ありがとうございます。

今回の中間取りまとめ（案）の中身につきましては、詳細まで、書けな

いといったところもありまして、少し舌っ足らずな部分があると思います

が、答申の中では、参考資料等を加えながら整理していきたと思います。

また、県の森林環境税と国の森林環境譲与税につきましては、第１回の

森林審議会のときにも各種資料を付けさせていただき説明してきた訳です

が、答申の中では、一般県民に方にも理解できるよう整理していきたいと

思いますので、よろしくお願いします。

議長(藤野会長) 今野委員、よろしいでしょうか。他に御意見等がございますでしょうか。

遠藤委員、お願いをします。
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遠藤委員 市町村の立場から発言をさせていただきたいと思います。

資料１－２の１５ページの（１）「森林環境の適正な保全」の④で「市町

村との森林情報の共有を図る。」、更には１７ページの（４）「市町村が行う

森林づくり等の推進」ということで、市町村の役割というのは非常に大切

だということで明記をされているわけでありますけれども、環境税の在り

方についてはこれでいいと思いますが、より具体的にですね。と申します

のは財政規模とか、あるいは市町村によって非常に温度差があり、スタッ

フが十分いてスムーズに行けばいいのですが、環境譲与税を含め利活用が

出来ればいいのですが、どうしても森林林業担当の職員が１人か２人しか

いない状況の中では、中々難しいと思います。

そのためには、ある意味では市町村の役割は分かるのですが、いわゆる

広域自治体である県としてもフォローアップすると言ったような文言があ

ればいいのかと思っております。

中間取りまとめ（案）については、文言的にこれでやむを得ないと思っ

ていますが、よろしくお願いします。

議長(藤野会長) 事務局の方で。森林計画課長、お願いをします。

森林計画課長 市町村との県と連携につきましては、現在、農林事務所等通じて市町村

と連携しながらやっているところでございます。

地域林政アドバイザー等、市町村が活用できる制度があろうかと思いま

す。

県の森林環境税の中では、基本枠であったり、地域重点枠であったり、

市町村が主体となっている部分もかなりございますので、答申の中でも、

少し具体的な連携の仕方等について、記載させていただければと考えてお

ります。

議長(藤野会長) （遠藤委員に対して）よろしいですか。

第３期森林環境税ということになるので、施策の主体は主に県になって

きますけれども、森林環境譲与税は最終的には市町村に予算が下りてきて、

市町村が主体となって行っていく部分が多くなってくるかと思います。

その点でいうと、県の森林環境税がメインに出てくるもので、遠藤委員

から発言のあった環境譲与税を書いてしまうのは難しいと。

恐らく先程、御意見が現場の実情やこれから環境税も譲与税もやってく

るから大変だという御意見が出たのではないのかなというように思います。

他に何か御意見等ございますかはいございます。

齋藤委員、お願いします。
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斎藤委員 これは意見というよりもお願いということでお話しさせていただきたい

と思います。

資料１－２を作っていただいた資料なんですが、一般の方たちに、今後

の税金の使い方とかについて分かり易く作っていただいて、どなたが見て

も分かるように作っていただくのが１番だと思っています。

今、大項目で第１、第２、第３、第４と挙げていらっしゃいますが、こ

れは１つの取り組みの中で一連の流れだと思うんですね。

例えばいろいろなお話出ている人材育成を一つ取り上げて、それに対す

る現状と課題があって、今まで取り組んできた内容との評価、そしてそれ

を次期に当たってどうするかと考え方を変えていただいて、最終的に対策

の提案をしていただくという。

その一つの取り組みに対して現状とこれからの流れについて分かるよう

に、当初作っていただくときにやっていただくと、私たちももちろん分か

り易いですし、一般の県民の方たちが見ても分かり易くなったのかなと思

いますので、是非、御検討いただければと思います。

議長(藤野会長) ありがとうございます。

今の御意見ということでいうと今ですと、資料１－２が第１、第２、第

３、第４と並んでおり、例えばこれを第１に里山整備の現状と課題、第２

に里山と整備の施策の検証と評価、第３に次期対策にあたっての基本的な

考え方という感じで並べていき、そのあとに例えば人材育成の現状、人材

育成の評価、人材育成に当たっての基本的な考え方、こういう形で並べて

いた方がいいという意見、または第１の中で例えば施策が４つあったら１、

２、３、４と書き、第２の中に１、２、３、４と書く。どちらをイメージ

されていますか。

斎藤委員 イメージとしては、最初の方です。

議長(藤野会長) 分かりました。事務局の方で何かあれば。

他の委員の皆様にもお伺いしましょうか。

〔意見がありませんでした。〕

実際、出来上がらないと中々、分かりづらいかもしれませんね。

では、次長の方から。

次長 答申の作り方として、現状と課題があってこれまでの検証・評価、それ

（森林林業担当） からそれを受けての基本的な考え方、次期対策でどういうことをやってい

くか、という取りまとめ方をさせていただいています。
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前回までの森林審議会の中でも、いろいろと御説明をさせていただいた

中で、審議会として中間取りまとめ（案）を作っていただいき、パブリッ

クコメントにかけて、今回のような形になってるということでございます。

事務局の方では、答申としての作りは、この形をとらせていただいて、

御指摘のように人材育成等の部門部門で分かりづらいという御指摘でござ

いましたので、逆引きの字引じゃないですけどもそういう項目ごとに整理

したものを参考として付けるような形を執らせていただければと考えてご

ざいます。

議長(藤野会長) 今の御意見、そういう考えでよろしいでしょうか。

確かに答申という点では、ここから構造を変えていくと場合によっては

またパブリックコメントを、もう一度という話になろうかと思いますけれ

ども、斎藤委員としてはこの答申案をよくしたいということで、一般の方

々にも内容を分かるようにしたいというのは本意だと思いますので、場合

によってはこの文字ばっかりものではなく、絵がいっぱい入っているハン

ドアウト的な分かり易い資料の方が、恐らくいいのではないかと。

私自身もこれを見ても読み込めないので、そういう方向かと思います。

事務局の方としましては、新たに資料を作成することになろうかと思い

ますけれども、それを作っていただけると今後、県民への説明方法ですと

か、県庁内もしくは他行政との連携の中で、福島県として森林環境税はこ

うなってますという、１枚の資料が出せればいいのかと。

場合によっては、他県がどのように見せているのかということを参考に

していただくのもいいのかと思います。

ありがとうございます。他に御意見等ございますでしょう。

よろしいでしょうかね。

一番最初に田坂委員からもお話しがあったときのように、環境税と譲与

税の違いが分かり難いと感じており、事務局の方とも私はこう思っている

んですけれども、自分の頭の中で整理をしていますが中々、分かりづらい

のかと。事務局の方でも大変かもしれませんが、そこの資料を作ってくだ

さい。

市町村まで下りたときに、市町村の方では１名ないし２名で林業職員、

場合によっては農林業職員で訳が分からなくなってしまうので、現場レベ

ルで問題が起きないように、この場で揉んでおくものいいと思います。

他に御意見がないようでありましたら、中間取りまとめ（案）としまし

ては、この資料１－２という点では今回、事務局の方から出していただい

たものをそのまま使わしていただきまして、地方税制等検討会提出したい

と思いますが、それでよろしいでしょうか。
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（異議なし）

はい。これとは別に、もう少し分かり易い資料を準備いただくとともに、

あくまでもこれは「中間取りまとめ」ですので、最終の答申（案）までに

変更いただくところは、御準備いただきたいと思います。

では、次の議題に移らせて頂きます。

次に、議事の（２）、報告事項に移らせてもらいます。

まず、報告事項の（２）のア、新しい福島県農林水産業振興計画の策定

について、資料２－１から資料２－２まで、事務局より説明願います。

農林企画課長 農林企画課 鈴木です。よろしくお願いします。

資料２－１を御覧ください。

新しい福島県農林水産業振興計画策定スケジュールの見直しについて、

御説明をさせていただきます。

冒頭、農林水産部長の御挨拶の中でも述べさせていただきましたとおり、

本年１月に開催しました審議会において、新しい福島県農林水産業振興計

画の検討を始めさせていただいたところでございます。

本年１月開催の審議会でスケジュールということで、６月の審議会にお

きまして、その骨子案について、御審議をしていただきたいと考えており

ました。

一方、県の最上位計画を審議する福島県総合計画審議会につきましては、

新型コロナウイルス感染症の影響により、審議会が開催されておらず、検

討がストップしているという状況になってございます。

挨拶の中でもありましたとおり、新聞報道で延期するというような報道

がありますが、具体的なスケジュールについては、今後検討されて正式決

定されることになっております。

総合計画もそうなんですが、今般の新型コロナウイルス感染症がどれく

らいの影響があり、まだまだ掴みきれない状況で、またある程度それが見

えてきた段階で、新しい計画に反映させていく必要があるのか、ないのか

も含めまして、検討していく必要があると考えてございます。

これらのことから、新しい福島県農林水産業振興計画の策定スケジュー

ルを見直したいと考えています。

先程、申し上げましたように、具体的なスケジュールにつきましては、

総合計画の方の検討状況を踏まえ、事務局で検討しまして、追って御説明

をさせていただきたいと考えてございます。

資料２-１の２番「今後の対応」のところでございますが、本日の審議会

での御審議を延期させていただくということでございます。当森林審議会

については８月２５日の開催を予定しており、そのときには骨子案の御審

議をしていただきたいと現段階では考えているところでございます。
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続きまして資料２－２を御覧ください。

資料２－２につきましては、審議会におきまして委員の皆様方から御意

見をいただいた内容とその回答、それから説明や方針などを取りまとめた

ものでございます。

今後の御議論の参考にしていただければということで後程、お目通しを

いただければと思います。

続きまして、委員の皆様の机に、別の封筒を置かせていただいておりま

す。

その中を確認しますと、文書が頭に付いてございます。

新しい福島県農林水産業振興計画の骨子（素案）の意見等について（依

頼）という文書を同封させていただきました。

本来、本日の審議会で新しい計画の骨子案について御審議をいただくた

めに、これまで事務局の方で、骨子案の策定の作業を進めてきたところで

ございます。

今回、延期をさせていただく訳ですが、次回の審議会での検討を有意義

なものとするために、事務局で現段階でまとめました骨子（素案）をこの

文書の後ろに付けさせていただいております。

つきましては、最終的な御議論は次回の審議会のときにお願いをしたい

と思いますが、それに向けて骨子をよりよいものにするために、御意見を

いただければと考えているところでございます。

資料を御覧いただくと、資料１には先程御説明させていただいたとおり

でございます策定スケジュールの見直しが、また資料２－１から資料２－

５が現段階で事務局で考えております、新しい福島県農林水産業振興計画

の骨子の関連資料でございます。

これらに関して、森林に関係する部分について、御一読いただきまして

御意見等があれば、事務局でございます森林計画課の方まで、お寄せいた

だければと思ってございます。

御意見等につきましては、様式を付けておりますが電子メールでも構い

ません。その際には、特に様式にこだわる必要がございませんので、是非、

有意義な御意見を頂ければ幸いです。

この骨子については、こういう視点が必要ではないかという項目を羅列

しているものでございますから、それに漏れがないかどうか、こういうの

も必要なんじゃないか、というようなことも併せて御覧いただきまして御

意見を頂ければと考えてございます。

依頼文書の１枚目の文章の方にお戻りいただきまして、記の３番の回答

ですが、来月の７月６日頃までに、御意見を頂ければと思ってございます。
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記の４番にございますが、頂いた御意見につきましては、次回の骨子案

を検討していただく際の審議会の資料として配付させていただくとともに、

御意見を踏まえまして御審議いただく骨子案を改めて修正・作成させてい

ただきたいと考えてございますので、お忙しいところ申し訳ございません

が、どうぞよろしくお願いをいたします。

以上でございます。

議長(藤野会長) ありがとうございます。

確認なんですけれども、最後に説明いただきました骨子（素案）は、１

月の審議会で議論したものを反映し事務局の方で用意し、本来であれば本

日議論するものであったもの。という認識でよろしいでしょうか。

農林企画課長 はい、１月の審議会では構成のようなことを御議論いただいたんですが、

そこで頂いた御意見をもとに構成につきましては、例えば、資料２－３を

御覧いただきますと、Ａ３判で折り畳んである資料があると思うんですが、

その表現や項目立てにつきましては、１月に開催をさせていただいた審議

会の意見等を踏まえて、こういう形で構成を修正させていただいてるもの

でございます。

この構成に基づいて、それぞれの項目の骨子の記載が必要だということ

で、資料２－４の方に書いてあるというような構成になってございます。

議長(藤野会長) 資料２－５は、意見を言った方が良いのでしょうか。

地方の振興方向ですが。

農林企画課長 地方の振興方向の内容については、今回お出しさせていただくのが初め

てですので、こちらについても御意見等があれば、是非頂きたいと考えて

ございます。

議長(藤野会長) その他にも農業の部分で意見を言うこともあるかもしれませんが、基本

は森林審議会であるので、森林の御意見を頂きたいということでよろしい

でしょうか。

農林企画課長 基本的にはおっしゃるとおりでございますが、当然の共通的に農山漁村

の振興がございますので、そういったところはどんどん御意見を頂きたい

と思いますし、お気づきの点がございましたら、御意見いただければ構い

ません。

議長(藤野会長) ありがとうございます。

本日はこれについて審議等は行いませんが、皆様方に確認をしておきた
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いことがございますでしょうか。

よろしいですか。遠藤委員、お願いします。

遠藤委員 行政の方で、注視しているというお話があったんですけど、これからは、

いわゆる国内回帰、田園回帰の新しい流れが必ず起こってくるんじゃない

か。そういう意味では森林資源も含めた、大変注目される産業に私はして

いかなければならない。ピンチをチャンスにしていかなきゃならないとい

うふうに思います。

ですから上位計画も当然なんでしょうけど、やっぱりこの森林審議会の

中でも、そういった新しい時代の新しい幹線関係について目標を是非持つ

べきだ。

私は農業が生命産業だと思ってますので、そういった意味でしっかりと

このコロナウイルスの災害を受けて、きちんとやっぱり福島県の行政とし

て将来のあるべき姿、まさに大きな会社等では地方回帰ということを明確

にそれぞれ新聞等に掲載されておりますので、いち早く遅れることなく、

自然環境がすばらしいこの福島県に来ていただくような、他の都道府県の

見本となるような、首都圏から注目されるような、そういった計画を策定

の中で考えていただければと。

漠然とした話なんですけど、１９１８年、今から１００年前にスペイン

風邪が流行し、第２波、第３波とかは福島県では大変だったんです。

恐らくそういう状況があるんじゃないかなというふうに思っておりまし

て、残念ながらそのときには新しいこの社会構成ができなかったことを踏

まえて、やはり県全体の中での話になるかと思いますけどもそういったこ

とを加味しながら、対応していただければ幸いだと思います。

議長(藤野会長) ありがとうございます。鈴木課長。

農林企画課長 貴重な御意見ありがとうございます。

今回の骨子（素案）には、そういったことはまだ全然記載をしておりま

せんが、そういった意見も含めて審議会の中でも、この計画の在り方につ

いては、御審議を頂きたいと考えてございます。

また、全体的な御意見を頂きましたので、各委員の皆様方もそういうこ

とを踏まえて、御意見があればどうぞ出していただければ検討をできるか

と思いますので、よろしくお願いします。

議長(藤野会長) ありがとうございます。

例えば今の御意見でしたが、これはコロナ関連の話というのはトピック

スで、今ここで何か答えが出るようなものではないですけれど、意見とい

いますか、素案に対する意見のところに変えていただければいいかなとい
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うふうに思います。

若しくは今ここでついでだから何かそれ関係で言っておきたいことがあ

る方いらっしゃいますか。よろしいですか。

遠藤委員がおっしゃられたように、大企業なんか地方回帰ということも

ありますし、そうでなくても会社に出勤しなくてもいいので、自由な過ご

し方ができます。

例えば、昼間は温泉につかりながら、気が向いたら仕事をする。会議が

あるときにはＷｅｂ会議に繋ぎ柔軟に出て行き、思いもしないようなこと

も出てくると思います。

そういう御意見、何か皆さんの係わってる部分でしたら、御意見として

出していただければ幸いです。

新しい福島県農林水産業振興計画につきましては、今回はこれまでとさ

せていただき、７月６日までの期限で是非よろしくお願いいたします。

次に、報告事項の（２）のイ、森林保全部会の報告について、資料３に

より、緑川部会長から報告をお願いします。

緑川部会長 それでは、私から、前回の森林審議会以降に開催しました「令和２年度

第１回森林保全部会」の審議結果について、福島県森林審議会森林保全部

会規程第１１条に基づき報告します。

資料３を御覧ください。

令和２年度第１回森林保全部会は、コロナウイルス感染症対策のため、

令和２年５月１４日から５月２９日まで、書面により開催しました。

審議の内容は、令和２年５月１日付け２森第３８０号で知事より諮問が

ありました「合同会社ＮＲＥ４４インベストメント」による「太陽光発電

施設の造成」に係る林地開発許可案件であり、審議した結果、許可するこ

とが適当と認められたことから、令和２年５月２９日付け２福審保第５号

をもって「適当と認める。」旨知事に答申しました。

以上をもちまして、森林保全部会の報告といたします。

議長(藤野会長) はい、ありがとうございます。以上、報告と言うことでございました。

以上で、議事が終了となりますけれども、皆さんから何かございますで

しょうか。

私から一つよろしいでしょうか。

もし、事務局の方で把握してればですけれども、議題に出ました新型コ

ロナウイルスの関連で、例えば県内の林業・林産業等々影響が出ていると

かですね、今後こういうことが見込まれる。そういうふうなことで、この

場でお話いただけるような内容は何かありますでしょうか。

特になければ結構なんですけれども。
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林業振興課長 林業・木材産業への影響について、聞き取りによる状況を説明します。

まず、素材生産については若干の木材価格の低下が見られるものの、現

時点では取扱量等に大きな変化は見られないようです。

また、木材加工流通関係につきましては、特に木材需要の大宗を占める

住宅関係について、今後、住宅の新設が落ち込むという予想の中で、秋口

以降、需要が大きく減少するのではないかという話を聞いているところで

す。

議長(藤野会長) ありがとうございました。

新しい農林水産業振興計画の策定のところも出てくると思いますので、

状況が変わって様々な情報が出てきました、県の方にお伝えいただけたら

ありがたいです。

以上で議事が終了となりますが、皆さんから何かございますでしょうか。

〔特にないことを確認して〕

それでは、以上で、本日の議事を終了し、議長の職を終わらせていただ

きます。

司会(三浦総括) 藤野会長、ありがとうございました。

また、委員の皆様には、長時間にわたり御審議をいただき誠にありがと

うございました。

それでは、次第の「６ その他」に移らせていただきます。

事務局の説明をお願いします。

森林計画課主幹 事務局より３点ほど、連絡がございます。

１点目は、委員改選についてでございます。

福島県森林審議会委員の任期は２年間とされており、７月２３日に委員

の改選がございます。

新しい森林審議会委員については、現在、各団体からの推薦等を取りま

とめている状況ですが、７月下旬頃から郵送により辞令を交付させていた

だきます。

また、福島県森林審議会規程の第３条では、「委員の任期満了に伴い、新

たに組織された審議会の最初に開催される会議は、知事が招集する。」とな

っております。

招集の際には、はじめに委員の互選により、会長をはじめとする役員の

改選をさせていただきますので、よろしくお願いします。
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２点目は、次回開催についてでございます。

次回以降の審議会の開催予定につきましては、長期に渡り御議論いただ

いてきた、森林環境税の在り方についての最終答申と、報告事項での説明

のとおり、新しい福島県農林水産業振興計画の策定－計画骨子案－の内容

について検討するため、審議会を開催させていただきます。

場所等は、８月２５日（火）「杉妻会館 ４階 牡丹」を予定しており、

午後を予定しておりますので、開催の際は事務局より連絡させていただき

ます。

なお、森林環境税につきましては、本日の中間取りまとめの内容を踏ま

え、７月に開催される福島県地方税制等検討会において、取りまとめ内容

が大幅に変わるようであれば、大変申し訳ございませんが、７月末に審議

会を追加開催させていただきます。

特に、福島県地方税制等検討会での影響がない場合は、７月末の審議会

は開催せず、８月の答申取りまとめに向けて、事務局で作業を進めさせて

いただきますので、よろしくお願いします。

３点目は、本日の議事録についてです。

議事録につきましては、整理の上、御発言された各委員に御確認をいた

だき、議事録署名人の押印後、写しを全委員へお送りいたします。

なお、議事録は、森林計画課ホームページで公表いたしますので御了承

願います。

事務局から、連絡事項は以上でございます。

司会(三浦総括) 以上をもちまして、「令和２年度 第３回福島県森林審議会」を閉会いた

します。

本日は、誠にありがとうございました。

（以上を持って、閉会となる。）
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